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衆議院憲法審査会•発言メモ

【はじめに】

衆議院法制局の橘でございます。

令和 6 年 12 月 19 日（木）
衆議院法制局 橘幸信

本日は、枝野会長はじめ幹事会の先生方のご指示により、冒頭の御報告をさせていただくこと

になりました。 どうぞ、 よろしくお願い申し上げます。

私自身、 2000 年 1 月以来、 約四半世紀にわたって、 各党各会派の先生方の御指導をいただき

ながら、衆議院及び各党の憲法論議を拝聴し、また、お手伝いをしてまいりました。 本日の御報

告は、門前の小僧よろしく、この間に見聞きしたことを踏まえて、客観的な事実関係を整理して

御報告申し上げるつもりですが、至らざる点についてはご容赦くださいますよう、あらかじめお

願い申し上げます。

お手元に、 吉澤事務局長ら衆議院憲法審査会事務局の皆さんと共同で作成したスライド資料

を配付させていただいております。 これに沿って、 ご説明申し上げたいと思います。

【スライド1～憲法調査会の設置】

早速ですが、 目次をおめくりいただきまして、 スライド1頁をご覧下さい。

まず、「衆議院憲法審査会における憲法論議の経過」をご理解いただく前提として、2000 年 1

月に設置された憲法調査会とそこでの運営ル ールについて、 言及しておきたいと思います。

憲法調査会は、日本国憲法の下、憲法改正の発議権を有する国会に初めて設置された憲法論議

の専門機関です。 その背景には、 国際的には 1989 年のベルリンの壁崩壊や 1990 年の湾岸戦争

に始まる 「冷戦構造の終焉」が、 また、 国内的には 1993 年の 55 年体制の崩壊と 8 会派による

細川連立政権の誕生に象徴される 「政党の流動化」といった政治状況がございました。

このように世の中が大きく変わる中で、改めて国家の基本法たる憲法を見つめ直そうと、1997

年に超党派の「憲法調査委員会設置推進議員連盟」が結成されました。その活動によって、2000

年1月、憲法調査会が設置されました。 ただ、いきなり憲法改正の議論に進むのではなく、あく

までも調査専門の機関とされ、 憲法改正の提案権などは持たないこととされたのでした。

その調査会長に就いたのが、湾岸戦争時の外務大臣であり、同議連の会長であった中山太郎先

生でした。

【スライド2～中山ルール】

ここで、 スライド 2 頁をご覧ください。

中山会長は「憲法は、政権を相争う政策論争を行う民主主義の土俵それ自体であり、その土俵

づくりとも言うべき憲法論議には与党も野党もない。国会議員一人一 人が、国民代表として政局

を離れた静謡な環境の下で、大所高所の議論を行うべき」との信念から、①第一に、政局から一

定の距離をもって運営すること、 ②第二に、 野党第一党の幹事を会長代理とし、 会長とともに、

調査会運営に責任を持つこと、③第三に、憲法の理念である少数意見尊重に鑑みて、基本的に数

がモノを言う国会ではあるが、少数会派の発言権をできるだけ保障すること、といった原則を打

ち立てられました。

これが、後に「中山）レ ール」とか「中山方式」と言われる運営ルールですが、その根底にある
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